
知っておきたい不動産問題
～トークライブ～

協賛 あさか野農業協同組合 全国農業協同組合連合会埼玉県本部

ＪＡあさか野資産管理部会連絡協議会
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講師紹介

弁護士

井本 大輔 氏

長島法律事務所

ＪＡ全農さいたま 顧問弁護士
ＪＡあさか野 顧問弁護士
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講師紹介

土地家屋調査士

一級建築士

内田 真 氏

有限会社内田設計
内田土地家屋調査士事務所

ＪＡあさか野管内で多数の測量・登記
業務の実務を担当
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講師紹介

不動産鑑定士

一級建築士

中城 康彦 氏

明海大学
不動産学部 学部長

ＪＡ全中 ＪＡまちづくり資産管理情報 顧問
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本 日 の 議 題

① 境界確定の必要性

② ５年後１０年後の不動産市場

③ 不動産賃貸借のポイント
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１．境界確定の必要性

「どうしてわざわざお金をかけて測量しなければならないの？」

「法務局の登記簿謄本によって、面積は確定してないの？」

土地売買 境界確定測量

信憑性

境界確定

面積の確定

境界トラブルの回避
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１－１．確定測量とは

•官有地（道路・水路）を含め、売却地に接するすべての隣接境

界線について、隣接所有者の立会いのもと、境界確認を行う測量

のことを指します。

•確定測量の完了により、土地家屋調査士が作成した測量図のこ

とを「土地境界確定図」等と呼び、「確定」の二文字が入っている

図面は、すべての境界が確定済であることを示し、境界に関する争

いがないことを担保する重要な書類となります。

確定測量とは
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１－２．確定測量の作業期間

資料調査
隣地所有者へ

の挨拶
現地測量

現況図の作成
隣地所有者と

の境界立会い
境界標の設置境界確定図

作業期間は概ね2か月程度ですが、土地の状況や隣接関係により、
大幅に作業期間を要する場合があるため、実例を次に述べます。
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①隣接地が空き家等、所有者の現住所が不明な場合

隣接所有者の現住所を特定するためには

土地家屋調査士の職務上請求を使い、役所に出向いて調査を進めますが、
隣接所有者が数度にわたり住所を移転している場合や、隣接所有者が既
に亡くなっている場合などは、更に相続人の特定等、立会い依頼までに多く
の時間を要する場合があります。

境界確定＝隣接所有者の境界立会い

境界立会いを依頼するには、隣接所有者の現住所が分からないと

依頼の仕様がありません。
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②現地に境界標がなく、境界を確定するための測量図など
有力な資料がない場合

現地の境界標や参考とする資料がない場合

隣地も含めて測量を行い、面積案分により境界を確定する方法が取られるこ

とがあり、対象以外の土地も測量することになり、時間を要することになります。

現地に存する境界標（石杭・コンクリートくい・金属プレート等）

境界確定を進める上で、有力な判断材料となります。また、信憑性のある測

量図は、境界点を復元できる可能性もあり、参考資料として使用もできます。
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③隣接所有者が境界立会いを拒否する場合

以前からの近隣トラブル

•境界問題だけでなく、騒音やゴミ出し、樹木の越境、雨水の侵入など多岐に

わたり、境界立会いの協力がなかなか得られない要因となります。

境界確認に対する隣接所有者の無関心さや、「面倒くさい」という感情

•境界立会い協力が得られるよう土地家屋調査士が何度も隣接所有者のもと

へ足を運ぶため、境界立会いの実施まで、多くの時間を要することになります。

隣接所有者と境界立会いができないと・・・

•境界確定が未了となり、法務局の筆界特定制度の利用や、境界確定訴訟

の提起など、より多くの時間と労力が必要となります。
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●土地を売却する際には、「境界確定測量」の実施が求められ、
その実施には土地の状況や隣接関係により相当な時間を要します。

●土地を所有し、今後において売却の予定や必要性のある方は、
ご自分の土地に境界標が設置されているか、近隣トラブルや空き家は
ないかなど、一度考察されることをお勧めします。

いざという時のために境界確定は早めに行って損はありません。
是非ご検討下さい。

１－３．「境界確定の必要性」まとめ
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「杭を残して悔いを残さず」



２．５年後１０年後の不動産市場

１．土地価格の変化の歴史

２．土地価格を決定する要因

３．不動産市場をめぐる近年の動向

４．不動産価格の評価
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14

全国

埼玉県

https://tochidai.info/saitama/ https://tochidai.info/

２－１．土地価格の変化の歴史

https://tochidai.info/saitama/


今年の土地価格の変化（埼玉県）
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https://tochidai.info/saitama/



今年の土地価格の変化（JAあさか野）
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朝霞市 志木市

和光市 新座市

https://tochidai.info/saitama/asaka/ https://tochidai.info/saitama/shiki/
https://tochidai.info/saitama/wako/ https://tochidai.info/saitama/niiza/

https://tochidai.info/saitama/asaka/
https://tochidai.info/saitama/shiki/
https://tochidai.info/saitama/shiki/
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https://www.google.co.jp/search?q=日本+人口+推移+1960&rlz=1C2WZPD

２－２．土地価格を決定する要因

人口減少・超高齢社会を賢く生きる
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人口だけで考えると不動産市場は悲観的
☞選ばれる地域・魅力のある土地にする

２０００年 ２０２０年

２０４０年 ２０６０年

http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/PopPyramid2017_J.html



社会や経済
全体の様子

地域の様子

個別の土地・建物の様子

土地 建物
一体

（含；外構）

・世界経済

・国内経済

・国際競争力

・政策・金融

・住環境

・発展/衰退

・規制/災害

・人口・世帯

・間口奥行

・道路幅員

・接道状態

・利用効率

・意匠

・構造

・設備

・築年

・環境配慮

・長期利用

・維持管理

・稀少性
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２－２．土地の価格を決定する要因
☞いろいろの要素が絡み合っている
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２－２．土地の価格を決定する要因
☞ 身近な要素～個別の努力と地域の協力



賃貸経営の視点で間取りを考える
☞ 現在の常識ではなく将来の市場を先取りする
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南面2室
（現在一般的な住戸）

南面3室
（近未来にあり得る住戸）

南面4室
（将来とも競争力ある住戸）

中城康彦「3LDKの間取りの構成と住戸形状」 Realpartner 2015 9 全国宅地建物取引業協会連合会2021/11/9



写真；https://www.goodrooms.jp/journal/?p=24533

賃貸住宅の魅力づくりを考える
☞ 農園（栽培指導）・ ペット可能（ドッグラン/各種指導）
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不動産の価値を創りだす
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〇わが国大都市部でよく見かけ

る小規模集団的開発の戸建て

住宅。

〇公法が認める限度まで建築

する。

○建物の劣化とともに価値が

低下する可能性が高い。

〇区画割および住環境の演出

に工夫をした定期借地権付き

戸建て住宅地。

〇良好な住環境を担保すること

で貸借当事者ならびに地域にメ

リットがある。

〇地主による継続的マネ ジメン

トがある。

〇地域のマネジメント会社が

宅地のマネジメントを継続する

英国レッワースの住宅地。

〇経年劣化する建物の効用を

成長する住環境がカバーし市

場が評価する、 環境配慮・長

期耐用型住宅地。

〇個人所有の前庭利用を開

放的な芝生に統一し地 域マネ

ジメント会社が管理する英国

ポートサンライト の住宅地。

〇利用および管理の共同化が

もたらす住環境の持 続性を市

場が評価。

時間で価値を喪失する 時間で価値を創り出す
中城康彦「追加投資を誘引する社会的な仕組みのあり方」住宅Vol.63 2014年11月

３０年住宅 ６０年住宅 ９０年住宅 １２０年住宅

撮影：中城康彦



２×４工法の木造アパートメン
ト

外壁はペンキ仕上げ

性能は決して高くない

広くはないが玄関がある

アパートの価値を高める（米国）

管理会社のオンサイトオフィス

オンサイトマネージャーの常駐

Face to face のコミュニケーション

エントランスホールのコーヒー

コミュニケーションの契機

入居者の満足度

米国 サンタモニカ 撮影：中城康彦
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アパートの価値を高める（日本）

木下さわこ 「錆びた郵便受け」 『明海大学不動産学部 不動産の不思議 学生たちの視点と発見 第9回』住宅新報2013年11月19日号
木下さわこ 「オンサイトマネージャーの試み」 『明海大学不動産学部 不動産の不思議 学生たちの視点と発見 第63回』住宅新報2014年12月16日号

千葉県浦安市 撮影：木下さわこ

共用部分は“無駄” （稼がない）

最低限の“機能”のみ

民間賃貸住宅の空室率 5戸に1戸→4戸に1戸

“101号室”をエントランスホールに

“102号室”をオンサイトマネージャーオフィスに
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定期借地権による資産活用の例

JA高松市 日本不動産学会業績賞受賞

今は“中庭”が森のようになっている

高松 撮影：中城康彦



https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001358229.pdf

賃貸住宅管理が新しい段階～新法成立～
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２－４．不動産価格の評価
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相続税路線価は地価公示価格の80％



２－４．不動産価格の評価
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２－４．不動産価格の評価
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☞普通借地権の場合は100％-60％＝40％



３．不動産賃貸借のポイント

土地活用

自己利用

賃貸借

民法

借地借家法

売買、贈与

信託
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３－１．土地賃貸借契約の主な類型

⚫ 期 間 ： ５０年以下

⚫ 更 新 ： あ り

⚫ 建 物 買 取 請 求： な し

⚫ 貸主の中途解約申入れ： 特約あれば可

⚫ 契 約 の 方 式 ： 自 由

⚫ 典 型 例 ： 駐車場、資材置場

① 民法に基づく賃貸借契約
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３－１．土地賃貸借契約の主な類型

⚫ 期 間 ： ３０年以上

⚫ 更 新 ： あ り

⚫ 建 物 買 取 請 求： あ り

⚫ 貸主の中途解約申入れ： 不 可

⚫ 契 約 の 方 式 ： 自 由

⚫ 典 型 例 ： 住宅、事務所、倉庫

② 借地借家法に基づく借地契約
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３－１．土地賃貸借契約の主な類型

⚫ 期 間 ： ５０年以上

⚫ 更 新 ： な し

⚫ 建 物 買 取 請 求： な し

⚫ 貸主の中途解約申入れ： 不 可

⚫ 契 約 の 方 式 ： 書 面

⚫ 典 型 例 ： 住 宅

③ 借地借家法に基づく定期借地権設定契約
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３－１．土地賃貸借契約の主な類型

⚫ 期 間 ： １０～５０年

⚫ 更 新 ： な し

⚫ 建 物 買 取 請 求： な し

⚫ 貸主の中途解約申入れ： 不 可

⚫ 契 約 の 方 式 ： 公 正 証 書

⚫ 典 型 例 ： 店 舗

④ 借地借家法に基づく事業用定期借地権設定契約
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３－２．それぞれの類型の比較

①民法上の賃貸 ②借地契約 ③定期借地 ④事業用定借

期間 ５０年以下 ３０年以上 ５０年以上 １０～５０年

更新 あり あり なし なし

建物買取請求 なし あり なし なし

貸主の中途
解約申入れ

特約あれば可 不可 不可 不可

方式 自由 自由 書面 公正証書
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３－３．つかいわけ

⑴ 目的・用途に応じたつかいわけ

• 建物所有目的かどうか

• 建物所有目的とした場合，居住用か，事業用か

⑵ いつ返してもらえるかを考えたつかいわけ

• 一時使用目的の賃貸借

• 民法上の賃貸借，定期借地権
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３－３．つかいわけ

⑶ 収入の多さを考えたつかいわけ

• 借地契約と定期借地権設定契約では違いがあるのか

• 居住用と事業用の違い

⑷ 相続対策を視野にいれたときのつかいわけ

• 土地の相続税評価を下げたい

• 相続発生後に売却して納税資金を確保したい

• むしろ建物を建築して建物賃貸借をしたほうがよいのか
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質 疑 応 答
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ご清聴ありがとうございました。

また次回の参加もお待ちしております。
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